
就職見学や就職を検討されている方へ 

 

 

 

 

休みについて 

・回復期病棟班   週 2日（祝日、日曜日出勤あり） 

・一般病棟班     週 2日（祝日出勤あり、日曜日休み） 

・外来班         週 2日（祝日出勤あり、日曜日休み） 

リハビリテーション科の休み規定に沿って、週 2.5～3日の休みも可能です。 

 

・夏季休暇、年末年始休暇、GW休暇などの連休取得が可能です。 

・産前産後休暇、育児休暇の取得も可能です。 

 

産前産後休暇・育児休暇・短時間勤務について 

《産前・産後休暇》 

労働基準法通り、産前 6週以内、産後 8週以内の休暇となります。 

《育児休暇》 

労働基準法通り、お子様の 1歳の誕生日前日まで取得可能です。 

男性の取得も可能です。職場復帰については相談の上、決定します。 

《短時間勤務》 

労働基準法通り、お子様の 3歳の誕生日前日まで取得可能、最大 2時間の時短勤務となりま

す。 

実際に子育て中のスタッフからのコメント 

育休は産後 1年取ることが可能であり、子育てをする期間を確保することが

出来ます。最近は父親も育休を取りやすい環境となっているため、 

働く母親にとっては助かっています。 

時短のメリットとしては幼少期の子供と過ごす時間が増えることや、

仕事と家事・育児の両立がしやすいことです。 

また子供が急な体調不良になった場合でも、休みを頂くことが出来

るのでありがたいです。 

神立病院リハビリテーション科の休暇について 

 


